
密集市街地のこみち改善事業の手引き

こみち(幅の狭い道)は、風通しや日当たりなどの住環境に影響があるだけでなく、災害時には消火・

避難・救助の支障になることがあります。そのため幅員４ｍ未満の道路に面した敷地では、建築に際し

て建築物や門・塀などを道路の中心線から２ｍ後退するよう義務付けられています。

『密集市街地のこみち改善事業』では、この後退用地を所有者の方から寄付していただき、一般の交

通・通行の用に供する道路として本市が維持管理するほか、所有者の方の整備内容に応じた補助制度を

設けることで、安全な市街地のまちづくりを推進しています。

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。
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こみちの拡幅整備にご協力をお願いします。
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